
宗教法人運営のための
法律入門

宗教法人の管理運営　7　　　
『寒暑到来、如何が廻避せん！』

作成・監修 弁護士　長谷川正浩

代表役員 2

「
ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
（
仏
法
僧
）」
で
は
専
門
家
や
大
人
だ
け
で
は
な
く
、

子
ど
も
で
も
分
か
り
や
す
い
言
葉
や
内
容
を
心
が
け
て
、

日
々
の
生
活
に
役
立
ち
活
か
し
て
い
け
る
法
話
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

法
話

7

ぶっぽ
う
そ
う

　衣替えの季節となりました。思い返せば、今年も大変暑い夏でした。
　お盆の時節、大阪市内を棚経でお伺いしている頃は、連日35度を超える猛暑で、
メディアも熱中症の注意喚起を頻繁に伝えていました。軽自動車のエアコンも効か
ないほどでしたが、各ご家庭にお伺いすると仏間はクーラーでキンキンに冷やして
お迎えいただき、ご先祖様もご満悦のご様子でした。
　とあるご高齢の女性宅に伺った時のことです。扇風機が懸命に回ってはいます
が、その甲斐虚しく常夏状態でした。汗ビッショリの私を見て「お坊さん、暑いと思
われたでしょう。家には冷房がないんですわ。暑くて申し訳ない」と仰るので、「いえ
いえ。それよりも、おばあさんが大丈夫ですか？」と、心配になってお聞きしました。
すると、この女性はこう言われたのです。「世間の人は暑いからいうて冷房をつけ
る。寒いからいうて暖房をつける。暑いのは、夏やから当たり前、これも自然が人間
を鍛えるためやのに、自分で身体を弱くしてしもてるんやで。修行しはったお坊さ
ん、どない思わはりますか？」冷房が有難いと思っていた私は反省し、姿勢を正した
のでした。
　続いて訪れたのは、3年前に神経系統の手術をされて、やっと歩けるようになった
ご主人のお宅です。お参りの後、お身体の具合を伺うと「私は虚しい。頑張ってリハ
ビリを続けてるけど、まだまだ身体が言うことを聞かへん。外を歩くようにしてる
けど、散歩してる犬にまで抜かれる。まあ、これもしゃあないとは思うけど、やりき
れんわ」と、笑顔でぼやかれました。側で聞いていた令夫人が、「和尚さん、こんな弱
気な夫に何か禅の教えでも言うたって下さい」 と言われ、先ほどの女性の話ととも
に、この問答を思い出したのです。
　中国禅の高僧である洞山良价禅師に、とある修行僧が問いました。「寒さ暑さが
やって来ました。どうすれば、この寒暑を避けることができますでしょうか」それに
対して、洞山禅師は「なぜ、寒さ暑さのないところへ行かないのだ。寒いときは寒さ
に、暑いときは暑さに成り切ることだ」とお答えになりました。
　この問答では気候のことだけではなく、生き死にをはじめ、日々の苦しみを寒暑
で説いておられます。私たちは辛いことや苦しいことをなるべく避けようとしますが、エアコンを効かす
のではなく、常夏を楽しむ方法は別にあるように思います。辛いリハビリを続けているこの男性が言われ
た「しゃあない」の一言は、弱気な発言ではなく、この苦しみと向
き合う自然なお言葉であると、私は勉強させていただきました。
　これから寒い季節がやって来ます。こたつでテレビも良いです
が、雪まつりやスキーなど、寒いからこそ楽しむことがあるはず
です。生きているからこそ出会う生き死にの苦しみをはじめ、
日々の寒暑にどっぷり浸かる生き方を、探してみてはいかがで
しょうか。

＜代表役員の職務権限①＞
代表役員の職務権限は以下の２つです（宗教法人法第１８条３項）。
　　　①　１つは，対外的に法人を代表することです。
　　　②　２つには，対内的に法人の事務を総理することです。　

　宗教法人の代表者として代表役員がなす行為は，宗教法人の行為とされ，その効果はすべて宗教法人に帰属
します。これを代表行為といいます。
○代表権行使の形式
　代表権行使の形式については，民法の代理の規定（民法第９９条）が類推適用されます。ですから代表行為をなす場
合には，宗教法人のためにすること，すなわち代表役員として行うことを明らかにしなければなりません。例えば第三
者との間で売買行為をしようとするときは，○○寺代表役員○○○○として第三者と契約することが必要です。
○代表権の範囲
　代表権の範囲は，原則として宗教法人の一切の行為に及びます。宗教法人の目的を果たすために必要とされる行為
は，すべて代表権が及ぶというわけです。ただそれは宗教法人に与えられている能力（宗教法人の目的）の範囲内の事
項に限られます。
　代表役員がその目的の範囲外の行為をした場合には，宗教法人にその行為の法的な効果は及びません。代表役員が
行った行為の結果，第三者に損害が及んだ場合には，代表役員が賠償責任を負うことになります（宗教法人法第１１条
２項）。代表役員の代表権の範囲は，規則または責任役員の決定によって制限することはできません。
　しかし代表役員は規則の定め及び責任役員（会）の決定には従わなければなりません。従って，例えば責任役員があ
る土地を買ってはならないと決めたら，代表役員はこれに従わなければなりません。しかし代表役員が責任役員（会）
の決定に従わなかった場合にも，その売主との間の売買契約自体は原則として有効です。ただ，代表役員は法人に対
して，債務不履行による責任を負うことになります。
　代表役員の一定の行為について，総代会等の特定機関の同意や議決を必要とするということを定めることはでき
ますが，特定の行為の代表権を奪って他の機関に代表させたり，他の機関と共同で代表行為を行わせることは許され
ません。
　代表役員は，宗教法人と代表役員である個人との利益が相反する事項については代表権を持ち得ません（宗教法人
法第２１条１項）。
　代表行為は，財産処分等で公告をしなければならない場合があります（宗教法人法第２３条）。また，処分行為が無効
となる場合があります（宗教法人法第２４条）。その範囲で代表役員の権限は制限されているということになります。
 ○代理
　しかし，この代表権をほかの人に委任することはできます（民法第５５条）。これを代理といいます。ただしこの場合
でも，第三者に包括的に代理を委任することはできません。委任は個々の特定の行為に限られます。
　この場合の代理人は宗教法人の任意代理人であって，法人の機関ではありません。それゆえ，代表役員がこの代理
人の選任監督についての一切の責任を負うことになります。

②の＜事務処理＞の権限については，次回に述べることにします。

 ①代表行為
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